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１ １人１台端末を始めとするＩＣＴ環境によって実現を目指す学びの姿 

令和３年１月に中央審議会より出された「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」

の答申では、ＩＣＴ機器の活用により全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学

びと、協働的な学びを一体的に充実し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授

業改善につなげるとしている。本市においては、ＩＣＴ機器の活用により、児童生徒がか

かわり合い（協働的な学び）を大切にし、全員が安心して授業に参加できること、より質

の高い学びを実現し、情報社会に主体的に対応できる情報活用能力を育成することを目指

している。 

 

２ ＧＩＧＡ第１期の総括 

令和６年４月に実施された全国学力学習状況調査の学校質問紙では、次のような実施率

となった。 

 

①小学校において８０％以上、中学校において５０％以上の項目 
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②小学校において８０％以上の項目 

 

③中学校において５０％以上の項目 

 

④小学校において４０％以下、中学校において０％ 



 

３ 

令和６年４月に実施された全国学力学習状況調査の学校質問紙では、上記のような実

施率となった。令和６年度までの本市の成果としては、ＩＣＴ支援員が全て学校に週１

回訪問し、継続して個別の研修や相談を受ける機会が確保されていることが挙げられる。

そのため、市内全ての学校において、授業でＩＣＴ機器を進んで活用していることや、

児童生徒一人ひとりに合わせた課題に取り組めていることなどの成果も挙げられる。 

一方、中学校では、特別な支援を要する児童に対する学習活動等の支援や特別支援学

級や外国人児童に対する学習活動等の支援での活用が見られない。また、小学校では、

不登校児童に対する学習活動等の支援での活用頻度や保護者との連絡のやり取りでの活

用頻度が低い傾向にある。それぞれ理由としては、小学校の低学年・中学年では不登校

児童が一人でＩＣＴ機器を利用することが難しい現状があることや、中学校では特別な

支援を要する生徒や外国人生徒も関わりの中で学ぶ機会が多いことなどが、ＩＣＴ機器

の活用率が低い要因として考えられる。小中学校ともに肯定的な回答率が低い項目につ

いては、不登校児童生徒に対してや相談活動などはオンライン上ではなく、対面でのや

り取りが効果的であると考えている現状がある。 

活用率が低い項目については、ＩＣＴ機器による個別最適な学習環境の提供や、オン

ライン上での良さと対面での良さの相乗効果が、児童生徒の成長につながることを、Ｉ

ＣＴ機器をより効果的に活用している学校を参考に今後も推進していきたい。 

 

３ １人１台端末の利活用方策 

令和６年９月に教職員端末の整備・更新を行い、コンピュータ教室を廃止し、全教室

にプロジェクターを導入するとともに、児童生徒の端末と統一するため、教職員の教育

用端末にiPadを導入した。また、市内全小中学校へ毎週１回のＩＣＴ支援員の訪問も継

続していく。教職員のシステムは今後も５年毎に更新されるため、現場の意見や要望を

ヒアリングしながら児童生徒へ質の高い学びを提供できるよう適切な環境を構築に努め

る。 

教職員の授業でのＩＣＴ機器の活用の促進については、児童生徒の情報活用能力をさ

らに育成するために、情報活用能力カリキュラム表を配付し、各校の情報教育指導計画

を見直していくよう進める。また、協働的な学びを深めていく手立てとして、ロイロノ

ートやスクールライフノートなどのアプリの活用促進、自分の特性や理解度・進度に合

わせて課題に取り組む場面において全校に取り入れたＡＩドリルを有効活用するための

使用方法を検討する。 

その他、活用割合の低かった、特別な支援を要する児童生徒の実態等に応じて端末を

活用した支援や、外国人児童生徒への支援については、文章の音声入力や、画像撮影、

翻訳機能、音声教材の活用等により学習意欲が上がったことを各学校に紹介し、活用を

促す。不登校児童生徒に対する学習活動等への支援では、本人の意向等を考慮しながら、

学校内に限らず、学びの保証の支援を実施したり、児童生徒の心身の状況の把握、児童

生徒に対するオンラインを活用した相談・支援したりすることについても今後、活用方

法を検討する。今後も、岩倉市コンピュータ研究委員会を中心に、各学校の使用状況を

共有し、より良い活用に向けて取り組んでいきたい。 


